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議案第 ９３号参考資料

川口市税条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市税条例（昭和２９年条例第１１号）（第１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（読替規定） （読替規定）

第１１条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１条又は第６２条の規 第１１条 法附則第１５条から第１５条の３の２までの規定

定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第６１条第８項中「又は第３４９ の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第６１条第８項中「又は第３４９

条の３の４から第３４９条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の 条の３の４から第３４９条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の

４から第３４９条の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１ ４から第３４９条の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」とする

条若しくは第６２条」とする。 。

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）

第１１条の２ （略） 第１１条の２ （略）

２～１６ （略） ２～１６ （略）

１７ 法附則第６２条に規定する条例で定める割合は、零とする。

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税）

第１６条の３ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含 第１６条の３ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含

む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条において む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条において

同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から 同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から

令和３年３月３１日までの間（附則第１６条の７第３項において「特定期間」と 令和２年９月３０日までの間（附則第１６条の７第３項において「特定期間」と

いう。）に行われたときに限り、第８３条第１項の規定にかかわらず、軽自動車 いう。）に行われたときに限り、第８３条第１項の規定にかかわらず、軽自動車

税の環境性能割を課さない。 税の環境性能割を課さない。

（読替規定） （読替規定）

第２３条の２ 法附則第１５条第１項、第１８項から第２０項まで、第２９項、第 第２３条の２ 法附則第１５条第１項、第１８項から第２０項まで、第２９項、第
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３８項、第４２項、第４４項若しくは第４８項、第１５条の２第２項、第１５条 ３８項、第４２項、第４４項若しくは第４８項、第１５条の２第２項又は第１５

の３又は第６１条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１５１条 条の３ の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１５１条

第２項中「又は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は附則第１５条か 第２項中「又は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は附則第１５条か

ら第１５条の３まで若しくは第６１条」とする。 ら第１５条の３まで 」とする。
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○ 川口市税条例（第２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

第８条の３の２ 平成２２年度から令和１５年度までの各年度分の個人の市民税に 第８条の３の２ 平成２２年度から平成４５年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は 限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は

第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平成１８ 第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平成１８

年まで又は平成２１年から令和３年 までの各年である場合に限る。）において、 年まで又は平成２１年から平成３３年までの各年である場合に限る。）において、

前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第５項（同条 前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第５項（同条

第７項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところによ 第７項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第３４条の３及び第３４条の５の３の規定 り控除すべき額を、当該納税義務者の第３４条の３及び第３４条の５の３の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する。 を適用した場合の所得割の額から控除する。

２ （略） ２ （略）

（読替規定） （読替規定）

第１１条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６３条又は第６４条の規 第１１条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１条又は第６２条の規

定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第６１条第８項中「又は第３４９ 定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第６１条第８項中「又は第３４９

条の３の４から第３４９条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の 条の３の４から第３４９条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の

４から第３４９条の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６３ ４から第３４９条の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１

条若しくは第６４条」とする。 条若しくは第６２条」とする。

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）

第１１条の２ （略） 第１１条の２ （略）

２～１６ （略） ２～１６ （略）

１７ 法附則第６４条に規定する条例で定める割合は、零とする。 １７ 法附則第６２条に規定する条例で定める割合は、零とする。

（読替規定） （読替規定）
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第２３条の２ 法附則第１５条第１項、第１８項から第２０項まで、第２９項、第 第２３条の２ 法附則第１５条第１項、第１８項から第２０項まで、第２９項、第

３８項、第４２項、第４４項若しくは第４８項、第１５条の２第２項、第１５条 ３８項、第４２項、第４４項若しくは第４８項、第１５条の２第２項、第１５条

の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１５１条 の３又は第６１条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１５１条

第２項中「又は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は附則第１５条か 第２項中「又は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は附則第１５条か

ら第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 ら第１５条の３まで若しくは第６１条」とする。

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例）

第２４条の６ 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応

するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。次条

において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定す

る指定行事のうち市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小に

より生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する

権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした場合には、

当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定

する市町村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附

金を支出したものとみなして、第３４条の６の規定を適用する。

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例）

第２４条の７ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感

染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第８条の３の２

第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令和１

６年度」とする。
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